
―行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「法」）第19条に基づき、毎年国会に報告（今年で12回目）― 

 

 

 

 

 

  

 

【評価対象】（法に基づいて義務付けられているもの） 

・主要な政策について、定期的に事後評価 

・下記５分野の事業等の事前評価 

 

 

・政策決定後、５年間未着手、又は10年経過しても
完了していない（未了）政策について、再評価 

各行政機関 総 務 省 

 政策評価制度に係る企画立案、推進 
  

 複数行政機関にまたがる政策について 

  直接評価 
 

 客観性担保のため各行政機関が行った 

  評価について点検 

 

政 策 評 価 制 度（法に基づく全政府的な取組） 

  所管政策について、自ら評価し、結果を政策 

  に反映・公表 

   効果的、効率的な行政 
 
   国民への説明責任 

 政策の見直し・重点化、予算の縮減・効率化 
 
 行政への信頼、更なる政策の見直し 

Mission ミッション Vision ビジョン 

公共事業、租税特別措置等、予算編成に関連
の深い評価に重点化して実施 

Approach アプローチ 

平成25年度政策評価等の実施状況及びこれらの 
結果の政策への反映状況に関する報告（概要） 

一定要件を満たす①公共事業、②研究開発、③政府
開発援助、④規制、⑤租税特別措置等 



事前評価 

957件 

事後評価 

1,602件 

１ 各行政機関における政策評価の実施状況  

２ 

平成25年度の政策評価実施件数： 

2,559件（平成24年度実績：2,631件。以下同じ。） 

事前評価：957件、事後評価：1,602件 
      （853件）     （1,778件） 
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目標管理型の政策評価 未着手・未了の事業 

（公共事業、政府開 

発援助） 

完了後・終了時の事 

業等（研究開発課題、 

公共事業等） 

その他 

（注） 

［各行政機関が行った個別の政策評価結果については、http://www.soumu.go.jp/main sosiki/hyouka/seisaku n/portal/index.htmlを参照］ 

[６機関] [５機関] [18機関] [８機関] 

（注） 
 「目標管理型の政策評価」 
   各行政機関の主要な「施策」 
  を対象として、あらかじめ設 
  定された目標の達成度合いに 
  ついて評価する事後評価 
  （平成26年度から、標準化・ 
   重点化の取組） 
           （４頁参照） 

[実施機関] 

(929) 

(454) 

(317) 

(78) 

(362) 

(139) (148) 

(62) (65) 
(77) 

25年度 
24年度 

25年度 
24年度 



２件 

３ 

２ 各行政機関における政策評価結果の政策への反映状況  

 評価結果を踏まえ、事業の採択、予算概算要求、税制改正要望を提出等 

・ これまでの取組を引き続き推進 
 

・ 施策の改善・見直しを実施 
   

・ 施策を廃止 
                  

廃止施策：震災における男女共同参画の観点の 
 視点からの対応マニュアル作成・周知（内閣府） 

【主な目標】 大震災の際に、男女共同参画の視点等からの地域に
おける対応がスムーズに行われるようにする。 

目標管理型の政策評価の反映状況 

・ これまでの取組を引き続き推進：504件（410件*） 

・ 改善・見直しを実施         ： 25件（ 23件） 

・ 休止又は中止            ： 14件（ 21件） 

  

（注１） 既成区間を整備計画区間に含めた事業として一括採択したものが 
    あるため、既成区間分を含む。 
（注２） 億円単位の四捨五入により、各行政機関の合計とは一致しない。 
（注３） 平成25年度の行政機関とは異なる。 

250件 
(188件) 

116件 
(127件) 

1件 
(1件) 

(1) 事前評価結果の政策への反映状況  

(2) 事後評価結果の政策への反映状況  

未着手・未了の事業（公共事業、政府開発援助）を対象とした評価の反映状況 

行政機関名 件数 総事業費 残事業費 

外 務 省 １件 195 188 

厚生労働省 １件 6 2 

農林水産省 ２件 75 48 

国土交通省 10件 2,307 
（注１） 

1,926 

計 14件 2,583 
（注１） 

2,165 
（注２） 

24年度実績(注３） 21件 4,735 3,883 

 休止又は中止することとした事業 （単位：億円） 

・ 今後の事業進捗が困難   
    歳出全般の見直し 
    震災による被害  等 

・ 他の対策案が優位    
  〔他の対策案との比較・検討   〕 

・ 事業の必要性が失われた 
  〔環境の大きな変化によるもの等〕 

休止又は中止の主な理由 

９件 

３件 

ほか、施策が法令に基づき終了したもの：１件 
   

 利水者の撤退に伴い、治水対策としても河川改修案が
経済的に優位となったため、事業中止が妥当との評価
結果 → 同事業中止 

中止の例：有田川総合開発事業（国土交通省） 
（河川総合開発事業費補助） 

【評価結果の反映】 地方公共団体向けに「男女共同参画の視点
からの防災・復興の取組指針」を作成・公表（平成25年５月）等に
より、目標達成との評価結果 → 同施策終了 

＊研究開発課題３件を含む（平成25年度は実績なし）。 



４ 

目標達成状況のチェックだけでなく、下記の深掘りをして踏み込んだ評価へ 

ⅱ達成手段の有効性・効率性の検証 ⅳ目標の妥当性と必要な見直し 

ⅰ事前に想定できなかった要因の分析 ⅲ未達成となった原因の分析 

単に毎年度評価を実施するのではなく、施策の節目にあわせて実施 

（モニタリングの結果が悪い場合は、評価を前倒しして実施し、早期に問題点を把握し施策を立て直す） 

３ 主要な政策に係る評価の機能強化 

標準化・重点化【26年度～】 

(時間) 評価実施 

目
標 

(

達
成
度) 

目標超過達成 

目標達成 

相当程度進展あり 

進展が大きくない 

目標に向かっていない 

 評 価 結 果 の 標 準 化 

「命をまもる」 

地域の消防体制の強化 
 【目標】消防団員数の増加 等  

住宅防火対策 
 【目標】住宅火災死者数減少 等  

救急救命体制の強化 
 【目標】救命率の向上 等  

救命講習による 
応急手当の普及 
促進 

傷病者の搬送・ 
受入体制の整備 

    事前の想定の明示 

「政策評価の 
    事前分析表」 

各府省間の 
統一性・一覧性の確保 

         「事後評価の 
  標準様式」 

政策評価 
＜約500施策＞ 
（共通の様式）        

政策評価 
＜約500施策＞ 
（共通の様式） 

 ～明確化・透明化～ 
                    施策の達成手段、実績、コスト情報 等 

連 携 

行政事業レビュー 
＜約5,000事業＞ 

行政事業レビュー 
＜約5,000事業＞ 

政策評価と行政事業レビュー 
                            の相互活用 
 
・ 事業名・事業番号の共通化  
・ 作業プロセスにおける連携の強化 

平成24年度 平成25年度～ 

 実 施 時 期 の 重 点 化  

 内 容 の 重 点 化 

行政事業レビューとの連携強化【25年度～】 

・ 施策と事務事業の関係を明確化 
 
・ 施策と事務事業の状況を一体的に把握・見直し 

各府省共通の５区分により、施策の進捗状況を横断的かつ分かりやすく
把握することが可能に 

 政策・予算の見直しに活用しやすく、国民にとって分かりやすいものとするための機能強化に取組 

    



 
  改めて推計を行った上で便益を再計算し、評価書を修正作業中 

点検・指摘の事例 

【公共事業】厚生労働省：簡易水道再編推進事業 

町内の簡易水道２事業を統合。管路の耐震化、老朽施設を更新。 

（事業の効果の説明） 

（事業概要） 

４ 評価専担組織としての総務省における政策の評価の実施状況等 

［個別の点検結果については、http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/torikumi.htmlを参照］ 

５ 

・「ワーク・ライフ・バランスの推進」、「消費者取引」 、「食育の推進」について実施                                      

・ 以下のとおり点検を実施し、指摘事項や各行政 
 機関の対応状況を公表。 
・ 必要に応じ、補足説明、評価マニュアルの見直 
 し、評価の修正・やり直し等を要求。  

分 野 
対象評価 
件数 

指摘件数等 

租税特別
措置等 

225件 
 （注１） 

221件（うち、40件で課題が解消） 

規制 117件 
（注１） 

54件（うち、52件で課題が解消） 

公共事業 13事業区分 
133件 

（注２） 

11件（個別の評価に係るもの）  
          （注３）（注４） 

２件（事業区分ごとに共通するも 
   の）（注３）（注４） 
 

（各行政機関は、修正等の作業中） 
 
（参考）平成24年度の点検における指摘に

ついては、取組の進捗を確認済み。 

（注１）各行政機関から送付を受けた評価書全てを点検。 
（注２）平成24年６月～25年５月に各行政機関から送付を受けた評価書1,056件 
       から抽出して点検。 
（注３）点検が終了した９事業区分114件の評価に係るもの。残りの４事業区分 
       19件は、点検が終わり次第公表予定。 
（注４）指摘に対する対応状況は、今後確認。 
 

統一性・総合性確保評価（複数行政機関にまたがる政策について直接評価） 

客観性担保評価活動（客観性担保のため各行政機関が行った評価について点検） 

漏水による損失額が減少(有収率が向上）するとして「漏水損失額の低減」

効果を計上。 

（注）水道施設から給水される水量と料金徴収の対象となった水量の比率 

評価書の内容 

有
収
率 

（％） 

あるべき推計 
本評価書の推計 

有収率の推計が、管路の整備完了後の維持管理

期間に順次向上していることを指摘。 

開始 完了 

事業の進捗 
状況（年度） 

維持管理期間に 有収率が向上？ 

維持管理期間 整備期間 

に効果が最大化 整備期間終了時 

総務省の指摘 

（25.6.25勧告） （26.4.18勧告） （評価を実施中） 

指摘後の厚生労働省の対応 

（注） 


